
令和２年６月１２日 

 

保護者の皆様 

日野市立七生中学校 

   校 長  秋野 宏之 

 

令和２年度 部活動について 

 

 初夏の候、皆様におかれましてはますますご健勝のことと存じます。日頃より本校の教育活動に多大

なるご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。 

 さて、６月１日から分散登校が開始されておりますが、１５日からは通常の活動が再開されます。あ

わせて部活動もウイルス感染防止に配慮しながら再開されることになりました。本来ならば、４月に仮

入部や入部届けの提出を予定しておりましたが、休校となり実施できませんでした。つきましては下記

の通りに予定を変更させていただきます。ご確認の上ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 また、５月に予定していた部活動全体保護者会は実施いたしません。裏面の「七生中学校の部活動に

ついて」をお読みください。今後、部によって保護者会を実施する場合があります。各部の顧問の連絡

にてご確認ください。 

 

記 

１．１年生の入部までの流れ 

 

（１） ６月１５日（月）に部活動の説明を行います。 

（２） ６月１８日（木）から７月２日（木）まで仮入部期間とします。 

（３） ６月２２日（月）以降に入部届けを受理します。（仮入部の途中で入部したい部が決まった生徒） 

（４） ７月２日（木）までに入部届けを提出します。 

 

 

２．２，３年生について 

 

（１） ６月８日（月）締め切りで、入部届けを提出しています。 

（２） 継続をしない２年生は、顧問に申し出て退部届を提出してください。 

３年生は今後の活動内容を確認し、顧問の先生とよく相談をしてください。 

（３） 新規に入部や転部を考えている生徒は、１年生と同じ期間に仮入部や入部届け提出が可能です。 

 

 

３．感染症予防の取組 

 

（１） 活動前、休憩時間および終了後の手洗いを徹底していきます。 

（２） 密な状況が生じないように、活動人数や活動空間に配慮し活動を行います。 

（３） 接触を伴う活動は当面行いません。 

（４） 必要に応じて共用する道具や機材の消毒を行います。 

 

 

 

 

裏面「七生中学校の部活動について」もご覧ください 



七生中学校の部活動について 
 

１．部活動の目的 

 生徒と教師が共に、興味・関心のある文化的活動及びスポーツを通して、好ましい人間関係を築き、

心豊かな生徒を育て、集団生活の向上を図ることを目的とします。 

２．活動日等について 

（１）放課後の活動は、委員会活動や学級活動などが優先になります。 

（２）更衣は顧問の指示に従い、体育館更衣室もしくは学年で定められた場所で行います。使用場所は

ていねいに使いましょう。 

（３）職員会議等で顧問が活動につけないときは、再登校もしくは学校待機になります。 

（４） 定期テスト１週間前からの活動は原則休止になります。ただし公式戦等が定期テスト直前、直後に

予定されている場合は、公式戦等の１０日前から活動することができます。ただし、顧問の指示があり、保

護者の承諾を得られた場合に限ります。 

（５）平日は週１日の休養日を設定し、土日はどちらか半日程度の活動になります。ただし、大会前等

は土日の両方を活動する場合があります。その場合は、その他の日に休養日を設けます。 

（６）朝練習は季節・生徒の疲労を十分考慮の上、実施可能とします。ただし、活動時間や学校の始業

時間を守りましょう。また、定期テスト１週間前は朝練禁止です。 

 ※朝練習開始時間は７：３０から８：１０までとし、早く来すぎないようにしましょう。 

※８：２５に教室で着席できるよう、速やかに片付け・更衣を済ませましょう。遅れた場合は遅刻

となります。 

（７）新型コロナウイルス感染拡大により、多くの大会やコンクール等が中止になりました。３年生は

今後の活動内容を顧問の先生と十分話し合って活動しましょう。 

３．最終下校時間 

  ３月１日～１０月３１日・・・１８：３０   １１月１日～２月２８日・・・１８：００ 

  ＊上記の時刻は、最終下校時刻です。片付け・更衣等、すべての活動を終了し、この時刻までに校

門を出ましょう。 

４． 休日（夏休み、冬休み、春休み含む）の活動に関するきまり 

（１）制服、学校ジャージ、その他部活動で許可された服装で登校しましょう。 

（２）登下校中の買い食い、ビン・カン・ペットボトル・お菓子・不要物等は持ち込まないようにし

ましょう。 

（３）自転車による登下校・公式戦や練習試合会場への移動は禁止です。 

（４）顧問の判断で、代表者が携帯電話やスマートフォン等の所持を認められている場合は、管理を

しっかり行い、緊急連絡以外の目的で使用したり取り出したりしないようにしましょう。 

５． 入部や退部、転部をする場合 

（１）入部するときは、保護者の確認を得て、「入部届け」を顧問と担任に提出します。入部の期間は

１年ごとして、年度の初めに更新手続きを行います。 

（２）できれば３年間継続して活動できるようにしましょう。 

 （３）やむを得ない理由で、退部や転部をする場合は、保護者や顧問、担任とよく相談しましょう。 

    退部する場合には必ず退部届を提出しましょう。 

６． その他 

（１） 平日に再登校になる場合は、部で許された服装で登校することができます。 

（２） 試合や行事参加等の引率において、保護者の方にご協力いただくこともあります。 

（３） 部活動での怪我で病院に受診する場合は、学校保険（日本スポーツ振興センターなど）の

適用を受けられる場合があります。 


